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   Ｂ０１Ｊ  29/70     (2006.01)
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   Ｃ０７Ｃ  13/10    　　　　
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   Ｃ０７Ｃ   4/18    　　　　
   Ｃ０７Ｃ   4/10    　　　　
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   Ｂ０１Ｊ  29/40    　　　Ｍ
   Ｂ０１Ｊ  29/08    　　　Ｍ
   Ｂ０１Ｊ  29/70    　　　Ｍ
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【手続補正書】
【提出日】平成23年8月12日(2011.8.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
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　藻類からの油をクラッキングするための接触クラッキング方法であって、藻類から油を
抽出して、テルペンを含む原料を形成する工程；および該原料とモレキュラーシーブを含
む触媒組成物とを接触させる工程を含む、方法。
【請求項２】
　前記藻類が、遺伝的に改変されていない藻類と比較してテルペン生産を増大させるよう
に遺伝的に改変されている、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記テルペンが、セスキテルペンである、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記セスキテルペンが、クパレンまたはファルネセンである、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記テルペンが、ジテルペンである、請求項１または２に記載の方法。
【請求項６】
　前記ジテルペンが、フィトールである、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記テルペンが、トリテルペンである、請求項１または２に記載の方法。
【請求項８】
　前記トリテルペンが、スクアレンである、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記テルペンが、テトラテルペンである、請求項１または２に記載の方法。
【請求項１０】
　前記テトラテルペンが、カロテンである、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記接触クラッキングの条件が、前記原料を１００℃～１０００℃まで加熱する工程を
含む、請求項１～１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記接触クラッキングの条件が、１８０℃～５８０℃の温度まで前記原料を加熱する工
程を含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記接触クラッキングの条件が、２００℃～４００℃の温度まで前記原料を加熱する工
程を含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記接触クラッキングの条件が、３５０℃～４００℃の温度まで前記原料を加熱する工
程を含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記モレキュラーシーブが、６Åよりも大きい孔径を有する、請求項１～１４のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項１６】
　前記モレキュラーシーブが、１０～１５Åのケージ径を有する、請求項１５に記載の方
法。
【請求項１７】
　前記モレキュラーシーブが、１０員環ゼオライトまたは１２員環ゼオライトである、請
求項１～１４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記モレキュラーシーブが、β型ゼオライト、Ｌ型ゼオライト、またはＹ型ゼオライト
である、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記モレキュラーシーブが、ＺＳＭ－５ゼオライトである、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記触媒組成物が、前記モレキュラーシーブとは異なる径の第２のモレキュラーシーブ
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をさらに含む、請求項１～１９のいずれか１項に記載の方法。
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